
〔学校生活のきまり〕 
 私たちは，この学園が安全で楽しくなるように，お互いを大切にし，尊重し合いながら学ぶ権利と

義務を負っています。そして助け合い，協力し合って有意義な学園生活にするために次のことを心が

けます。 

１ 学園生活 

 (1) お互いを尊重し合い，他人の権利を侵害しない。 

 (2) 欠席，遅刻は保護者を通して担任に届ける。 

 (3) 登校後は，下校するまで校外に出ない。 

 (4) 施設，設備，教具等は大切に扱う。また，破損したときは担任や関係する先生に報告し指示

を受ける。 

 (5) 登下校は，交通規則を守り安全に気を付け，買い食い等はしない。 

  ・ 万が一事故にあった場合は，ただちに学校と家庭に連絡する。 

  ・ 自転車通学生は，自転車通学の規則を守る。 

２ 服装 

 ≪前期課程≫ 

⑴ 前期男子標準服は次のとおりとする。 

  （冬服）ズボンと白地のポロシャツにブレザー 

  （中間服・夏服）ズボンと白地のポロシャツ 

 ⑵ 前期女子標準服は次のとおりとする。 

（冬服）スカートと白地のポロシャツにブレザー 

  （中間服・夏服）スカートと白地のポロシャツ 

 ⑶ 厳寒時の登下校の際，標準服の上から防寒着を着てもよい。各教室に入ったら防寒着を脱ぎ，

下校時に再び着用する。 

 ※ 前期課程の着こなしについては，別紙（「標準服の着こなし」）に定める。 

  ≪後期課程≫ 

⑴ 学校指定の制服を着用する。 

⑵ 夏服，冬服などの季節による制服の指定を行わず，気温，体調に合わせて学校指定の制服をか

ら，自由に組み合わせて着用することができる（制服の選択制）。 

⑶ フォーマル（入学式・卒業式，学校が指定した式典等）時の着こなしは，詰襟，セーラー，ブ

レザーを着用する。 

⑷ フォーマル（入学式・卒業式，学校が指定した式典等）時は，カッターシャツを着用する。 

⑸ ポロシャツを着用する際は，必ず学校指定（校章刺繍入）のものとする。 

⑹ 学校指定の半袖開襟シャツやカッターシャツ，ポロシャツは，必ずスラックスやスカートの中

に入れるものとする。 

⑺ 気温，体調に合わせて，制服の上に学校指定のジャージを羽織ってもよいこととする。 

⑻ スカート丈は，ひざが隠れるようにする。 

⑼ カッターシャツ（ポロシャツ）のボタンは，第１ボタンのみ外してもよい。 

⑽ ベルトはバックルか一段止めとし，色は黒か黒に近いものとする。 

 ⑾ ネームプレートは、着用する制服の左胸ポケットに付ける。 

⑿ 上着の中にセーターなどを防寒着として着用してもよい。色は派手でない無地のものとする。

その際，中のシャツや防寒着などを上着から出ないようにする。 

⒀ 厳寒時の登下校の際，派手でないジャンパー，コート，マフラー，手袋は着用してもよいが，

校内での着用は禁止する。〔病気等で着用する人は担任に連絡し，許可を得る。〕制服の中に着用

するシャツやセーターは，派手でない無地とする。 

⒁ 靴下は白色とする。（靴下はワンポイント可，くるぶしが完全に隠れる長さとする。） 

   タイツ，ストッキングは黒で，その場合，靴下の色も黒とする。 

（厳寒時のみ）〔「厳寒時」は児童生徒会生活部で話し合い，提案する。〕 

 ⒂ 上履き，下履き，体育館シューズは区別する。下履き（通学用シューズ）は白地のひも付きの

運動靴とする。体育館シューズは規定のものを使用する。上体育館でも専用のシューズで利用す

る。 

 ⒃ 補助バッグは派手でないものを使用し，キーホルダーはつけすぎないようにする。 



３ 頭髪 

 頭髪に関するルールを以下のように定める。 

 <男子> 共通 <女子> 

・耳にかからないようにする。 
・襟足は制服の襟にかからな
いようにする。 

 

・清潔な髪型にする。 
・前髪は目にかからないよう
にし，ファッションを重視し
ない。 

・整髪料（ワックス，スプレー
など）は使用しない。 

・髪を染めない。 
・パーマ（ストレートパーマも
含む）をかけない。 

・眉をそらない。化粧をしな
い。 

・肩にかかる場合は結ぶ。 
・髪は耳より下の位置で結ぶ。 
・髪を結ぶときは，横か後で結
ぶ。また，根元で結ぶ。 

・髪ゴム・ヘアピンの色は派手
でないもの（黒・紺・茶など）
とする。 

・ヘアピンは最低限度使用す
る。 

・横髪が垂れないようにする。 
 

 

 
附則 

４ 校外生活 

  後期課程生徒らしい服装を着用することとし，自分で責任がとれる行動をする。  


